
基本料の推移（加入電話）

 *1 基本料は1985年4月から、回線使用料（上段）、機器使用料（中段）、及び配線使用料（下段）に分けられました。
 *2 1995年2月改正前の旧2級局（契約数800以上、8,000未満）及び旧1級局（契約数800未満）については、料金を据え置きました。
 *3 2005年1月改定以降の料金については、ダイヤル回線用の料金。
 *4 級局については、2005年1月1日に固定（契約数の増減による級局変更はしない）としました。
 ※金額は税抜（1989年4月1日以降）
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金については2区分
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●ユニバーサルサービス料とユニバーサルサービスコストの負担について

（注）　事業者別の拠出額は、2022年6月末の電話番号利用数に基づく試算値です。

・ユニバーサルサービスの維持に必要な費用を賄うための各電話会社の１電話番号当たり
負担額(番号単価)は、 2023年1月からも現行と同額の月額2円となりました。これにともな
いまして、引き続きお客様には１電話番号当たり月額2.2円（税込）の「ユニバーサルサービ
ス料」をご負担いただきます。

■ユニバーサルサービスコストの負担について

■ユニバーサルサービス料

料金額
（1電話番号当たり月額） 2.2円［税込］

NTT西日本・NTT東日本のユニバーサルサービスの赤字：
▲524億円（うち、NTT西日本：▲298億円）

NTT西日本・
NTT東日本の負担
460億円

基金からの支援
64億円

NTT西日本 NTT東日本

NTT西日本の
お客様

NTT東日本の
お客様 他の電話会社のお客様

他の電話会社
携帯電話事業者等

（注）1．ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関が定める番号単価と同額です。
　2．適用する電話番号は、加入電話サービス等の契約者回線に係る電話番号及び付加サービスに係る電話番号です。

支援対象の地域と費用の絞り込み
○加入電話（基本料・緊急通報）の支援対象
は、著しい高コストの地域に限られており、さ
らに加入電話・基本料の支援される費用の
範囲は、著しい高コストの水準※3を上回る部
分に限られています。

○支援額の算定は、実際にかかったコストでは
なく、長期増分費用モデルを用いることによ
り、現時点で利用可能な最も低廉で最も効
率的な設備と技術で新たに構築した場合の
コストとなっています。

長期増分費用モデルに基づき算定

●NTT西日本へのユニバーサルサービス基金制度による支援額

・支援額は、実際のサービス提供に要した費用ではなく、長期増分費用モデル※１
に基づく費用を用いて算定しており、かつ、加入電話については、著しい高コス
トの地域※２に対象が限定されていることなどから、ユニバーサルサービス収支
の赤字の一部である、27億円が支援されることになります。
※１　通信網の費用を実際の費用発生額ではなく、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術で新

たに構築した場合の費用額に基づいて計算する方式です。
※２　全国の加入数の4.9％の地域とされています。

※3　平均コストに標準偏差の２倍を加えた額とされてい
ます。

（注）記載の数値は億円未満を四捨五入した数値となっており、表記上の合計値と合わない場合があります。

サービス名

支援を受けても残りの赤字（▲272億円）は
NTT西日本自身が負担

基金による
支援額

2021年度の
営業利益

▲283億円

▲15億円

▲298億円

9億円

18億円

27億円

毎月の電話番号利用数に応じて、
1電話番号当たり2円を拠出

4億円
を拠出

5億円
を拠出

55億円
を拠出

お客様に「ユニバーサルサー
ビス料」としてご負担をいただ
いております

加 入 電 話 ・
基 本 料

第 一 種 公 衆 電 話
な ど

合 計

80
電話料金


